
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号

有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
有

機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
講
じ
、
も
っ
て
有
機
農
業
の
発
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
機
農
業
」
と
は
、
化
学
的
に
合
成
さ
れ
た
肥
料
及
び
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
並
び
に
遺
伝
子
組
換
え
技
術
を
利
用
し
な
い
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
農
業
生
産
に
由
来
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
で
き

る
限
り
低
減
し
た
農
業
生
産
の
方
法
を
用
い
て
行
わ
れ
る
農
業
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条
　
有
機
農
業
の
推
進
は
、
農
業
の
持
続
的
な
発
展
及
び
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
農
業
生
産
の
確
保
が
重
要
で
あ
り
、
有
機
農
業
が
農
業
の
自
然
循
環
機
能
（
農
業
生
産
活
動
が
自
然
界
に
お
け
る
生
物
を
介
在
す
る
物
質
の
循
環

に
依
存
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
促
進
す
る
機
能
を
い
う
。
）
を
大
き
く
増
進
し
、
か
つ
、
農
業
生
産
に
由
来
す
る
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
農
業
者
が
容
易
に
こ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
有
機
農
業
の
推
進
は
、
消
費
者
の
食
料
に
対
す
る
需
要
が
高
度
化
し
、
か
つ
、
多
様
化
す
る
中
で
、
消
費
者
の
安
全
か
つ
良
質
な
農
産
物
に
対
す
る
需
要
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
有
機
農
業
が
こ
の
よ
う
な
需
要
に
対

応
し
た
農
産
物
の
供
給
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
農
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
積
極
的
に
有
機
農
業
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
農
産
物
の
生
産
、
流
通
又
は
販
売
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

消
費
者
が
容
易
に
有
機
農
業
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
農
産
物
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
有
機
農
業
の
推
進
は
、
消
費
者
の
有
機
農
業
及
び
有
機
農
業
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
農
産
物
に
対
す
る
理
解
の
増
進
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
有
機
農
業
を
行
う
農
業
者
（
以
下
「
有
機
農
業
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
関

係
者
と
消
費
者
と
の
連
携
の
促
進
を
図
り
な
が
ら
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
有
機
農
業
の
推
進
は
、
農
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
農
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
及
び
消
費
者
の
協
力
を
得
つ
つ
有
機
農
業
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
五
条
　
政
府
は
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
本
方
針
）

第
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
　
有
機
農
業
の
推
進
及
び
普
及
の
目
標
に
関
す
る
事
項

三
　
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
有
機
農
業
の
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
推
進
計
画
）

第
七
条
　
都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
計
画
（
次
項
に
お
い
て
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
は
、
推
進
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
機
農
業
者
等
の
支
援
）

第
八
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
有
機
農
業
者
及
び
有
機
農
業
を
行
お
う
と
す
る
者
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
技
術
開
発
等
の
促
進
）

第
九
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
有
機
農
業
に
関
す
る
技
術
の
研
究
開
発
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
を
促
進
す
る
た
め
、
研
究
施
設
の
整
備
、
研
究
開
発
の
成
果
に
関
す
る
普
及
指
導
及
び
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
者
の
理
解
と
関
心
の
増
進
）

第
十
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
有
機
農
業
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
の
た
め
の
広
報
活
動
そ
の
他
の
消
費
者
の
有
機
農
業
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
有
機
農
業
者
と
消
費
者
の
相
互
理
解
の
増
進
）

第
十
一
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
有
機
農
業
者
と
消
費
者
の
相
互
理
解
の
増
進
の
た
め
、
有
機
農
業
者
と
消
費
者
と
の
交
流
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
の
実
施
）

第
十
二
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
し
必
要
な
調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
行
う
有
機
農
業
の
推
進
の
た
め
の
活
動
の
支
援
）

第
十
三
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
行
う
有
機
農
業
の
推
進
の
た
め
の
活
動
の
支
援
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
援
助
）

第
十
四
条
　
国
は
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
必
要
な
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
有
機
農
業
者
等
の
意
見
の
反
映
）

第
十
五
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
有
機
農
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
及
び
消
費
者
に
対
す
る
当
該
施
策
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
そ
の
他
当
該
施
策
に
こ

れ
ら
の
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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